
 

第９期にっしん高齢者ゆめプラン（案）概要 

（日進市高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本的な考え方 

第８期計画の考え方を踏まえ、高齢者施策の一層の推進と介護保険事業等の円滑な運営を図る

ため、地域包括ケアシステムの一層の推進、介護予防・重度化防止の推進、高齢者の在宅生活

支援の充実、地域共生社会の実現を目指して策定するものです。高齢者にとって最善の利益が

実現される社会をめざし、SDGs を意識して取り組みます。 

計画の期間 

⚫ 2024 年度（令和６年度）から 2026 年度（令和８年度）までの３か年計画です。 

計画の位置づけ 

⚫ 本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく市町村老人福祉計画と、介護保険法第 117 条に

基づき介護保険事業の円滑な実施を図るために定める市町村介護保険事業計画を一体的に

策定するものです。 

第９期計画における課題 

①ニーズを踏まえた介護予防の推進が必要 

⚫ アンケートでは、健康づくりや介護予防に多くの市民が関心を持っていますが、参加意向が

あるのは３割程度です。参加しやすい介護予防事業等の機会づくりやフレイルリスクに応じ

た介護予防事業の展開も必要です。 

②在宅での生活を継続できる支援や体制の整備が必要 

⚫ アンケートでは、人生の最期を迎える場所として自宅が最も多く望まれています。また、家

族介護者の高齢化や介護離職等の課題を抱えています。さらに、在宅での介護を支える居宅

サービスの人材の養成・確保への取組も重要な課題です。 

③在宅医療・介護連携の推進が必要 

⚫ ケアマネジャーへのアンケートでは、在宅療養継続の可能性の判断や、主治医や病院等医療

機関との連携に困るなど、医療と介護の連携が必要という意見が多く見られます。多職種が

連携しやすいしくみや機会づくりなどを進めていくことが必要です。 

④地域や社会への参加機会を増やすことが必要 

⚫ アンケートでは、生きがいや趣味を思いつかない人、だらしなくなったと感じる人がそれぞ

れ２～３割程度です。地域や社会に参加できる多様な機会をつくり、高齢者の参加を促す取

り組みが必要です。 

⑤認知症施策の周知と充実が必要 

⚫ アンケートでは、家族介護者が行う身体介護のおよそ４分の１が認知症状への対応である一

方、認知症相談窓口の認知度は３割弱、認知症サポーターの内容の理解度は１割弱です。認

知症に関する正しい情報の周知や啓発や適切な支援が届くよう支援策を充実することが必

要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

共に支え合い、健やかに暮らし、誰もが尊重されるまち 

基本方針 

⚫ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

本市の地域包括ケアシステムである「専門職の連携による支援の体制づくり」（在宅医療

と介護の連携推進等）と「地域の支え合いによる支援の体制づくり」（多様な主体による介

護予防・・日常生活支援総合事業の推進、身近な地域における見守り等の生活支援体制の拡充

等）について一層の推進を図るとともに、認知症支援について専門職による支援と支え合い

による支援の両面から体制づくりに引き続き取り組んでいきます。 

基本目標 

１ 介護予防・重度化防止の推進 

⚫ 高齢化による身体機能や認知機能等の衰えは誰にでも起こり得ることですが、健康づくりや

介護予防に取り組むことで、その機能低下を遅らせることができます。早い段階から介護予

防に取り組み、要介護状態の人は重度化防止に取り組むことが重要です。 

⚫ 保健事業と介護予防の一体的な実施により、高齢者一人ひとりの状態に応じた支援を行い、

また、高齢者の様々な社会参加の機会を拡充し、生涯を通じた健康づくりや介護予防・・重度

化防止の取組を推進します。 

 

２ 在宅生活支援の充実 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けていくためには、医療・・介護・・介護予防・・

生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築する必要があります。 

⚫ 地域包括支援センターを中心とした包括的相談支援体制を構築するほか、在宅医療・・介護連

携の取組、家族介護者への支援、高齢者の住まいの確保、介護保険サービス・在宅支援サー

ビスの確保を推進し、地域包括ケアシステムの深化を図ります。 

 

３ 地域共生社会の実現 

⚫ 高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会を地域共生

社会と定義しています。 

⚫ 本市においても地域共生社会を実現し、高齢者だけでなく、障害や子ども・子育て世帯等を

含むあらゆる地域課題においても支え合っていくことができる社会づくりを進めます。 

圏域設定 

⚫ 日常生活圏域を中部・・東部・・西部の３圏域に設定し、地域包括支援センターを中心とする地

域に密着した支援体制の構築とサービス展開を進めていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策体系、具体的施策 

 
基本 
目標 

施策の方向 具体的施策 

１ 

介
護
予
防
・
重
度
化
防
止
の
推
進 

保健事業と介護予防の一体

的実施 

医療・・介護データ等の分析による地域の健康課題の把握・・分析 

ハイリスクアプローチによる疾病予防・重症化予防 

ポピュレーションアプローチによる周知啓発 

介護予防・・日常生活支援総合

事業の推進 

介護予防・生活支援サービス事業の充実 

一般介護予防事業（介護予防把握事業）の充実 

一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業）の充実 

一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業）の充実 

一般介護予防事業（一般介護予防事業評価事業）の充実 

一般介護予防事業・（地域リハビリテーション活動支援事業）の充実 

就労・社会参加機会の拡充 

高齢者の活動機会の提供 

老人クラブの活動支援 

シルバー人材センターの活動支援 

生涯学習の推進 

参加支援 

２ 

在
宅
生
活
支
援
の
充
実 

包括的な相談支援体制の構

築 

地域包括支援センターの機能や体制の強化 

多機関協働による相談支援 

地域ケア会議の充実 

アウトリーチ支援等を通じた継続的支援 

在宅医療・介護連携の推進 

在宅医療・介護連携の資源及び課題の把握、施策の企画立案 

在宅医療・介護連携に関する相談支援 

市民への普及啓発 

医療・介護関係者の情報共有の支援及び研修の実施 

家族介護者への支援充実 家族介護者への支援 

高齢者の住まいの確保 
高齢者の居住安定に係る施策の連携 

住宅改修等による住環境整備 

介護保険サービス・在宅支援

サービスの確保 

介護人材の確保と育成への支援 

介護現場の環境改善への支援 

災害時支援体制と感染症対策 

在宅支援サービスの実施 

３ 

地
域
共
生
社
会
の
実
現 

認知症施策の推進 

認知症に関する理解と知識の普及 

認知症予防に資する可能性のある活動の推進 

早期発見・早期対応体制の整備 

認知症の人とその家族の支援 

認知症バリアフリーの推進 

生活支援体制整備の充実 
多様な社会資源の把握と活用 

住民主体の支え合い活動や交流の場、担い手の育成による地域づくり 

高齢者の虐待防止・・権利擁護 高齢者の権利擁護の推進 

 



 

介護サービス給付費等の見込み 

第９期計画においては、被保険者数、認定者数の推計結果を基に施設・・居住系サービス

利用者数、在宅サービス利用者数、介護サービス給付費、地域支援事業費等を推計し、そ

れらを基に第１号被保険者の保険料基準額を算出します。 

 

■将来人口と被保険者数の推計                       単位・ 人 

■要介護等認定者数の推計                         単位・ 人 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度 

認定者数 3,423  3,612  3,775  4,375 4,875 5,224 

  

要支援１ 535  561  579  655  704  734  

要支援２ 616  654  676  772  821  868  

要介護１ 602  637  667  788  877  933  

要介護２ 465  488  508  594  666  710  

要介護３ 424  450  476  556  636  696  

要介護４ 486  513  544  634  745  816  

要介護５ 295  309  325  376  426  467  

■地域支援事業費の見込み                        単位 千円 

■標準給付費の見込み                          単位 千円 

■第１号被保険者保険料基準額（月額） 

第９期［2024 年度（令和６年度）～2026 年度（令和８年度）］ 

算定中 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度 

総人口 94,743 95,703 96,866 100,103 100,949 100,903 

 第１号被保険者数 19,385  19,791  20,102  21,982 24,586 27,657 

 
 

65～74歳 7,961 7,946 7,930 9,286 11,523 13,508 

75歳以上 11,424 11,845 12,172 12,696 13,063 14,149 

第２号被保険者数 33,638 34,037 34,458 35,125 34,446 33,044 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

地域支援事業費 320,221 348,280 355,980 1,024,481 

介護予防・日常生活支援総合事業費 180,066 187,398 195,098 562,562 

包括的支援事業（地域包括支援センタ

ーの運営）及び任意事業費 
89,240 109,967 109,967 309,174 

 包括的支援事業（社会保障充実分） 50,915 50,915 50,915 152,745 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

標準給付費見込額 5,430,880 5,699,578 5,982,652 17,113,111 

総給付費 5,173,589 5,428,081 5,698,903 16,300,573 

特定入所者介護サービス費等給付額 72,842 76,864 80,333 230,039 

高額介護サービス費等給付額 151,130 159,474 166,671 477,275 

高額医療合算介護サービス費等給付額 30,280 31,952 33,394 95,627 

 算定対象審査支払手数料 3,039 3,207 3,351 9,597 


